
夕張市出産・子育て応援給付金支給実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施

要綱」(令和 4 年 12 月 26 日付け子発 1226 第 1 号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づ

き、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等を対象に、出産育児関連用品の購

入費助成や子育てサービスの利用負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金（以下「給

付金」という。）の支給について定めるもののとする。 

 

（給付金等の支給について） 

第２条 給付金の支給対象者及び支給内容等は、別表 1 に定める夕張はぐくみ応援ギフト

（出産準備）（以下「出産応援ギフト」という。）及び別表 2に定める夕張はぐくみ応援ギフ

ト（子育て）（以下「子育て応援ギフト」という。）に関することのとおりとする。 

 

別表１ 

出産応援ギフトに関すること 

項目 支給妊婦 遡及支給妊婦 

支給対象者 

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち申請時点で

市に住所を有する者に対し支給する。 

ア 令和 5年３月 9日（以下「事業

開始日」という。）以降に妊娠の届出

をした妊婦（産科医療機関を受診

し、妊娠の事実を確認した者又は妊

娠していることが明らかである者

に限る。） 

イ 令和 4 年 4 月 1 日以降、事

業開始日より前に出産した児童

の母 

ウ 令和 4 年 4 月 1 日以降、事

業開始日より前に妊娠の届出を

した妊婦（上記イに該当する者

を除く。） 

支給内容 

支給対象者の妊娠 1回につき、50千円相当額のクーポン券等の支給を

行う。ただし、クーポン券等の支給の実施にあたり準備期間を要するこ

と等を踏まえ、50千円の現金支給を実施することもできる。 

 

 

 

申請時期 

 

 

 

出産応援ギフトの支給を受けよう

とする者（以下、「申請予定者」とい

う。）は、別紙様式第 1号の申請(請

求)書により妊娠中に申請を行うも

のとする。ただし、災害その他申請

予定者の責めに帰さないやむを得

えない特別な事情により申請予定

申請予定者は、別紙様式第 1 号

の申請(請求)書により原則とし

て事業開始日から 6 ヶ月以内に

申請を行うものとする。ただし、

災害その他申請予定者の責めに

帰さないやむを得ない特別な事

情により、申請予定者が申請期



 

 

 

申請時期 

者が妊娠中に支給の申請を行うこ

とができなかった場合は、特別な事

情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申

請を行うことも可能とする。 

間内に支給の申請を行うことが

できなかった場合は、特別な事

情がやんだ後 3 ケ月以内に支給

の申請を行うことができる。こ

の場合にあっても、令和 6年 3月

1 日以降の支給の申請はできな

いものとする。 

支給方法 

 

申請予定者は、妊娠の届出をし、妊

娠の届出時等のアンケートを提出

し、面談を受けた後、他の市町村で

出産応援ギフトの支給を受けてい

ない旨の申告及び本事業の適切な

実施のため関係機関等に必要な情

報の確認、共有をすることに同意を

経た上で、支給申請を行う。ただし、

申請前に流産又は死産した申請予

定者については、妊娠届出時等のア

ンケートの提出をすることなく、支

給の申請を行うことができる。面談

及び関係機関等に必要な情報を確

認、共有することについての同意は

不要とする。 

申請予定者は、事業開始以降、

他の市町村で出産応援ギフトの

支給を受けていない旨の申告及

び本事業の適切な実施のため関

係機関等に必要な情報の確認、

共有することに同意を経た上

で、申請を行う。ただし、申請

前に流産又は死産した申請予定

者については、関係機関等に必

要な情報を確認、共有すること

についての同意は不要とする。 

 

市は申請予定者から支給の申請を受けた場合、当該者に対して、審査の

うえ、適当と判断すれば、クーポン券等又は現金の支給を行う。 

市は給付の審査を行うに当たって、

必要に応じて、産科医療機関等に妊

娠の事実を確認すること等により、

当該者が支給対象者に該当するか

確認を行う。 

市は給付の審査を行うに当たっ

て、必要に応じて、妊娠の届出状

況を確認すること等により、当

該者が支給対象者に該当するか

確認を行う。 

支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出さ

せ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 

 

 

 

別表２ 



子育て応援ギフトに関すること 

項目 支給養育者 遡及支給養育者 

支給対象者 

子育て応援ギフトは、以下のア又イに掲げる対象児童(子育て応援ギフ

トの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。)を養育する者であっ

て、申請時点で市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の

対象児童に係る支給対象者が 2 人以上いる場合、そのうち 1 人に対し

子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の

対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。 

ア 事業開始日以降に出生した児

童であって、市に住所を有する者 

イ 令和 4 年 4 月 1 日以降、事

業開始日より前に出生した児童

であって、市に住所を有する者 

上記規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフ

トは支給しない。 

一 児童手当法（昭和 46年法律第 73号）第 4条第 1項第 4号に規定

する小規模住居型児童養育事業を行うもの 

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 

三 法人 

支給内容 

対象児童 1人につき 50千円相当額のクーポン券等の支給を実施する。

ただし、クーポン券等の支給の実施にあたり準備期間を要することを

踏まえ、50千円の現金支給を実施することもできる。 

申請時期 

 

子育て応援ギフトの支給を受けよ

うとする者（以下、「申請予定者」と

いう。）は、別紙様式第 2 号の申請

(請求)書により原則として乳児家

庭全戸訪問事業の実施期間である

生後4ケ月頃までの間に申請を行う

ものとする。ただし、災害その他子

育て応援ギフトの支給を受けよう

とする者（以下「申請予定者」とい

う。）の責めに帰さないやむを得な

い特別な事情により生後4ケ月頃ま

でに支給の申請を行うことができ

なかった場合は、特別な事情がやん

だ後3ケ月以内に支給の申請を行う

ことができる。この場合にあって

も、対象児童が 3歳に達する日以降

申請予定者は、別紙様式第 2 号

の申請(請求)書で原則として事

業開始日から 6 ヶ月以内に申請

を行うものとする。ただし、災害

その他申請予定者の責めに帰さ

ないやむを得ない特別な事情に

より、申請予定者が申請期間内

に支給の申請を行うことができ

なかった場合は、特別な事情が

やんだ後３ケ月以内に支給の申

請を行うことができる。この場

合にあっても、令和 6年 3月 31

日以降の支給の申請はできない

ものとする。 



は申請できないものとする。 

支給方法 

申請予定者は、出生後のアンケート

を提出し、面談を受けた後、他の市

町村で同一の対象児童に係る子育

て応援ギフトの支給を受けていな

い旨の申告及び市の本事業の適切

な実施のため関係機関等に必要な

情報を確認、共有することについて

の同意を経た上で、支給の申請を行

う。ただし、申請前に対象児童が死

亡した申請予定者については、出生

後のアンケートの提出をすること

なく、支給の申請を行うことができ

る。面談及び関係機関等に必要な情

報を確認、共有することについての

同意は不要とする。 

申請予定者は、事業開始日以降、

出生後のアンケートを提出し、

かつ、他の市町村で子育て応援

ギフトの支給を受けていない旨

の申告及び市の本事業の適切な

実施のため関係機関等に必要な

情報の確認、共有することに同

意を経た上で、申請を行う。ただ

し、申請前に対象児童が死亡し

た申請予定者については、出生

後のアンケートの提出をするこ

となく、支給の申請を行うこと

ができる。面談及び関係機関等

に必要な情報を確認、共有する

ことについての同意は不要とす

る。 

市は申請予定者から支給の申請を受けた場合、当該者に対して、審査の

うえ、適当と判断すれば、クーポン券等又は現金の支給を行う。審査を

行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実

を確認すること等により、当該者が対象者に該当するか確認を行う。 

支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出さ

せ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 

 

 (特記事項) 

第３条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が市外に里帰りしている場合

等、支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の他の市町

村が実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が申請

時点で市に住所を有する場合は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況

等の確認を経て、支給するものとする。 

2 流産又は死産した者に支給する出産応援ギフト及び対象児童が死亡した者に支給する

子育て応援ギフトは、当該者が使用できるような内容とする配慮を行うものとする。 

 

(不正利得の返還) 

第４条 市長は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給

付を受けた者があるときは、既に給付を受けた出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返



還を求めるものとする。 

 

(受給者の譲渡又は担保の禁止) 

第５条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保

に供してはならない。 

 

(その他) 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

２ 夕張市出産・子育て応援給付金に関して、この要綱に定める内容その他の事項について

疑義がある場合は、「出産・子育て応援交付金」に関して国が定める要綱、Ｑ＆Ａ等の内容

を踏まえて、給付の可否等を判断する。 

 

附 則 

この要綱は令和 5年３月９日から施行する。 

 

 

様式１ 

夕張はぐくみ応援ギフト（出産準備）申請（請求）書 

別紙のとおり 

 

様式 2 

夕張はぐくみ応援ギフト（子育て）申請（請求）書 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


